
 

 

10 月からの経理・決算実務対応セミナー

 

 

 
 

2019 年 10 月 1 日より消費税率が 10％に引き上げられるとともに軽減税率制度が実

施されます。軽減税率の適用の有無により消費税率が異なるため、事業者は複数の税率を扱

わなければならず、日々の経理と決算申告業務において大きな事務負担の増加が予想されま

す。そこで、本セミナーでは税理士の先生をお招きし、経理から決算までの実務上のポイン

トを分かりやすく解説していただきます。 
 

      ２０１９年 ８月２２日（木） １４：００～１５：３０ 

 

      亀山商工会館 ２階ホール        無料 

 

      下記申込書に必要事項ををご記入いただき、７月３１日(水)までに当所へ 
ご持参、または FAX（82-8987）にてお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ 経理担当者の方 ☆ 
必ず押さえておくべき実務上の 

ポイントを分かりやすく解説します。 
 

＜お問合せ＞ 亀山商工会議所 中小企業相談所（担当：金谷） TEL 0595-82-1331 
 

亀山商工会議所 行（FAX 0595-82-8987） 

８月２２日（木） ＜直前対策＞10 月からの経理・決算実務対応セミナー 申込書 

氏 名 
 

事業所名  

 

ＴＥＬ  FAX  

 

日 時 

会 場 参加費 

申 込 

※上記の申込書にご記入いただきました個人情報は、本事業にのみ利用させていただきます。 

＜ 講  座  内  容 ＞ 

① 10月１日から何がどう変わる？ 

② 軽減税率制度とは？ 

③ ９月末で確認すべきこととは？ 

④ 10月からの帳簿はこう変える‼ 

⑤ 消費税申告のポイントを知ろう。 

⑥ 早めに知ろう、インボイス制度。 
 

～消費税率引き上げと軽減税率制度のポイントを解説‼～ 

豊田高明税理士事務所 
税理士 豊田高明 氏 

 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

※終了後 15分程度の質疑応答を実施します。 

講 師 


